
特定化学物質取扱量報告書（電子申請）

2-1
報告書別紙（電子申請用）をダウンロードし、
特定化学物質毎に取扱量等を記入してください。
2-2
電子申請・届出サービスへのリンクをクリック
してください。

１ 埼玉県HP「特定化学物質取扱量報告書（電子申請）」にアクセスしてください。
（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/joreikagaku/hokoku-denshi.html）

2‐1報告用別紙

①プルダウンで物質
の種別を選択します。

②番号を入力すると
物質名が表示されます。

③取扱量及び内訳を有効
数字2桁で入力します。
※該当がない項目は「０」
と入力してください。

1 提出先を確認してください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/joreikagaku/hokoku-denshi.html


「特定化学物質取扱量報告書」をクリックします。

２ 検査キーワードに「特定化学物質取扱量報告書」と入力して検索します。

2023年4月1日0時00分
2023年7月1日0時00分

「特定化学物質取扱量報告書」で検索します。



2023年4月1日0時00分〜 2023年7月1日0時00分

利用者登録をして申請することができます。
利用者登録をすると、以下の項目が自動で入力されるようになります。
・法人名
・代表者氏名
・郵便番号
・住所
・電話番号
複数の事業所の申請をする場合は、利用者登録をすると便利です。

利用者登録をせずに申し込むことも可能です。
次頁以降、利用者登録をしない場合について
説明します。

３ 「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックします。



「特定化学物質取扱量報告書」で
あることを確認してください。

４ 手続き名・説明を確認し、必要な場合は「記入要領」及び「別紙」をダウンロードします。

必要な書類をダウンロードします。
・記入要領（各項目の記入方法）
・別紙（取扱量等を記入して届出
に添付します。）



メールアドレスを入力します。

５ 連絡先メールアドレスを入力し、「完了する」ボタンをクリックします。

入力したメールアドレスに、申請ページのアドレスが記載されたメールが送信されます。

入力したメールアドレスに送信されたメールに記載されたURLをクリックします。



【管轄環境管理事務所】
事業所のある市町村を管轄する
環境管理事務所を選択してください。

【申請者】
事業者名を記載します。
※電子申請で提出する場合のみ必要な
項目です。

化学物質の分類名による公表の請求
がない場合は、「無」を選択します。

【別紙添付ファイル】
「ファイルの選択」をクリックして
前頁2-1で作成した報告書別紙を添付
します。

全て入力後、「確認へ進む」をクリック

６ 報告書（本紙）入力画面がひらきますので、各項目
を入力及び選択してください。

事業所が所在する市町村 管轄の環境管理事務所

鴻巣市、上尾市、蕨市

戸田市、桶川市、北本市

伊奈町

中央環境管理事務所

飯能市、狭山市、入間市

朝霞市、志木市、和光市

新座市、富士見市、日高市

ふじみ野市、三芳町

西部環境管理事務所

東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市

毛呂山町、越生町、滑川町

嵐山町、小川町、川島町

吉見町、鳩山町、ときがわ町

東秩父村

東松山環境管理事務所

秩父市、横瀬町、皆野町

長瀞町、小鹿野町
秩父環境管理事務所

熊谷市、本庄市、深谷市

美里町、神川町、上里町

寄居町

北部環境管理事務所

草加市、八潮市、三郷市

吉川市、松伏町
越谷環境管理事務所

行田市、加須市、春日部市

羽生市、久喜市、蓮田市

幸手市、白岡市、宮代町

杉戸町

東部環境管理事務所


